
（平成２２年１１月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 51 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 47 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 13 件

年金記録確認茨城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



茨城国民年金 事案 1104 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年金

保険料については、免除されていたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 45年４月から 46年３月まで 

② 昭和 48年４月から 50年３月まで 

③ 昭和 51年４月から 52年３月まで 

社会保険事務所（当時）で納付記録を確認したところ、申立期間の保険

料が未納とされていることが判明した。 

各申立期間については、施設に入所していた。申立期間①当時に入所し

ていたＡ施設においては、職員から保険料の申請免除の手続についての説

明はなかったが、申立期間②及び③当時に入所していたＢ施設においては、

職員から保険料の申請免除の説明を受け、当該手続を１回のみ行った記憶

がある。 

このため、各申立期間の保険料が未納とされ、申請免除となっていない

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間③の前後を通じて同一施設に入所しており、申立期間

③の前後を通じて、国民年金保険料の申請免除期間があることから、申立期

間③についても、保険料の申請免除手続を行ったと考えるのが自然である。 

一方、申立人は、Ｂ施設に入所していた際に、保険料の申請免除の手続に

ついて説明を受け、同手続を 1 回のみ行ったと主張しており、申立期間①の

一部については、Ａ施設に入所していたことから、申立期間①の保険料につ

いて、自ら申請免除の手続を行ったとは考え難い。 

また、申立人は、各申立期間について、Ａ施設及びＢ施設に入所していた

と主張しており、各申立期間に入所していた施設に照会したところ、申立人

に係る資料は残っておらず、保険料の申請免除の手続の状況は確認できなか

った。 



さらに、申立期間①及び②の保険料が申請免除とされていたことを示す関

連資料が無く、ほかに申立期間①及び②の保険料が申請免除されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

申立期間③の国民年金保険料を免除されていたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 1105 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 50年３月まで 

年金記録照会回答票により、昭和 49年度分の保険料が未納であることを

確認した。当時は母が保険料を納付してくれており、加入手続後に、申立

期間を含む未納期間の保険料をすべて納付したので、１年分だけ納付しな

かった事実は無い。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除く昭和 63 年

５月までの国民年金加入期間の保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したとする申立

人の父及び母は、昭和 35 年 10 月に国民年金に加入し、36 年４月から 60 歳

到達により国民年金被保険者資格を喪失するまでの国民年金保険料をすべて

納付している。 

さらに、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）によると、申立人は、申立期

間直後の昭和 50 年度の保険料を現年度納付した事実が確認でき、さらに、

50 年４月に、申立期間直前の 48 年１月から 49 年３月までの保険料を過年度

納付及び 47 年５月から同年 12 月までの期間の保険料を特例納付しているこ

とが確認できることから、その時点において現年度納付が可能であった申立

期間の保険料のみを納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 1106 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年４月から 56 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 53年２月から同年６月まで 

② 昭和 54年４月から 55年３月まで 

③ 昭和 55年４月から 56年３月まで 

ねんきん特別便を確認したところ、申立期間の保険料が未納とされてい

ることが判明した。 

申立期間①及び②については、私は、20 歳到達後、しばらく国民年金に

加入していなかったが、昭和 55 年ころ、父がＡ市区町村役場において国民

年金に加入し、20歳までさかのぼって保険料を一括納付してくれた。 

申立期間③については、国民年金に加入後、納税組合を通じて、父が家

族の保険料を納付してくれていた。 

このため、各申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 各申立期間について、申立人の保険料を納付していたとする申立人の父

及び母は、昭和 35 年 10 月１日に国民年金に加入後、60 歳で国民年金被保

険者資格を喪失するまでのすべての期間について保険料を納付しているこ

とから、年金制度に対する意識の高さがうかがえる。 

また、申立人が国民年金に加入した時期は、前後の任意加入者の国民年

金手帳記号番号により、昭和 55年９月 22日から同年 10月の間であること

が確認できる。しかも、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）により、申立

人は、申立期間②直前の 53 年７月から 54 年３月までの保険料について、

同年 10 月に過年度納付し、申立期間③直後の昭和 56 年度の保険料につい

て、現年度納付していることが確認できることから、時効未到来である申



立期間②及び③の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

 

２ 申立期間①については、申立人が国民年金に加入した時期が、前述のと

おり、昭和 55年９月 22日から同年 10月の間であると考えられ、国民年金

被保険者台帳（特殊台帳）により、申立人は、申立期間①直後の 53 年７月

から 54 年３月までの保険料について、55 年 10 月に過年度納付しているこ

とが確認できることから、この時点では、時効により保険料を納付するこ

とはできない。 

 また、申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

うかがえず、ほかに申立期間①の保険料を納付したことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

申立期間②及び③の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 1107 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月から 44 年３月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 10月から 43年３月まで 

② 昭和 43年４月から 44年３月まで 

厚生年金保険の適用されていない事業所に勤務したので、Ａ市区町村役

場において国民年金及び国民健康保険の加入手続を行い、申立期間の保険

料については同市区町村役場及びＢ出張所で納付した。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②は、12 か月と短期間である上、申立人は、両申立期間を除く

国民年金加入期間は、保険料をすべて納付している。 

また、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、前の任意加入者の

国民年金手帳記号番号から昭和 43 年 10 月 22 日直後と考えられ、この時点

において、現年度分である申立期間②の保険料を納付しなかったとは考え

難い。 

さらに、申立人は、加入手続をした際に納付書を渡された記憶があり、

保険料を納付期限ごとに住所地の市区町村役場又は同市区町村出張所に出

向いて納付したと主張していることから、申立期間②の保険料を納付した

ものと考えられる。 

 

２ 申立期間①については、申立人が国民年金に加入した時点（昭和 43 年

10 月 22 日直後）では、過年度分となることから、居住地の市区町村役場

又は同市区町村出張所で保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、昭和 41 年 10 月にＢ市区町村からＡ市区町村に転居し、

同市区町村Ｂ出張所において国民年金の加入手続を行ったと主張している



ところ、戸籍の附票により、42 年 10 月５日に同所に住所を定めたことが

確認できることから、41 年 10 月の時点でＡ市区町村内において国民年金

の加入手続を行うことはできず、申立人の主張には不合理な点が認められ

る。 

さらに、申立人は、申立期間①の保険料について、後からまとめて納付

したことは無いと主張しており、事実、申立期間①の保険料を過年度納付

及び特例納付により納付したことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

もうかがえない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

申立期間②の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



茨城厚生年金 事案 1143 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月 21日から 47年９月 21日まで 

② 昭和 47年 11月１日から 49年７月 21日まで 

年金事務所で厚生年金保険被保険者期間を確認したところ、Ａ社に勤務し

ていた申立期間①及びＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務していた申立期間②につ

いて、昭和 51年７月 23日に脱退手当金が支給済みとなっていることが判明

した。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について

脱退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立期間に係る脱退手当金については、申立期間の

最終事業所であるＢ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日から、24

か月後の昭和 51年７月 23日に支給決定されたことになっていることに加え、

同社に係る厚生年金保険被保険者原票おいて申立人の健康保険整理番号の前

後の女性は、申立人を含めて 45人存在し、そのうち 18人が脱退手当金の受給

権を有していたものの、脱退手当金が支給された記録があるのは申立人のみで

あることから、事業主による代理請求が行われていたとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間以前の厚生年金

保険被保険者期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求となっ

ている。しかしながら、３回の被保険者期間のうち、最初の被保険者期間を失

念するとは考え難い。 

さらに、脱退手当金の支給時期当時、申立人は国民年金に加入中であり、支

給日前後の国民年金保険料を納付している。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



茨城厚生年金 事案 1144 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の、Ａ社における資格取得日は平成３年３月１日であると認められる

ことから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、13 万 4,000 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から同年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、平成３年３月１日から同年４月１日までの期間について、

加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

平成９年ごろに、社会保険事務所（当時）で記入してもらった年金手帳で

は、Ａ社の「被保険者となった日」欄に、「Ｈ３年３月１日」と記載されて

いる。 

このため、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳では、「厚生年金保険の記録」のＡ社の「被保険

者となった日」欄に、「Ｈ３年３月１日」と記載されていることが確認できる

とともに、同記載頁の右上に「Ｂ」の押印があることから、同記載については

Ｂ社会保険事務所（当時）において記載されたものであることが確認できる。 

また、申立人は平成３年３月からＡ社に勤務していたと主張しているところ、

申立期間当時のことについて、友人が同年＊月＊日に死亡し、死亡時には同社

にはまだ入社していなかったこと、及びその翌月に墓参りに行った時にはすで

に勤務していたこと等を詳細に記憶しており、申立人の主張には信 憑
ぴょう

性が認

められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間における資格取得日は、申



立人が主張する平成３年３月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係るオンライン記録にお

ける申立人の平成３年４月の記録から、13 万 4,000 円とすることが必要であ

る。 



茨城厚生年金 事案 1145 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、28 万円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 59年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 25日 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社における平成 19 年 12 月分賞与

の年金記録が漏れていることが判明した。 

私が所持している賞与支払明細書のとおり、平成 19 年 12 月分賞与が支

給され、厚生年金保険料が控除されているので、年金記録に平成 19 年 12

月分賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支払明細書（平成 19年 12月 25日支給）及びＡ

社から提出された申立人の平成 19 年分所得税源泉徴収簿により、申立人は、

その主張のとおり、平成 19 年 12 月分賞与（28 万円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていることが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間に係る標準賞与額（28 万円）に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 1146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に

係る記録を昭和 41年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月 30日から同年５月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ工場にお

ける資格喪失日が昭和 41年４月 30日となっている旨の回答を受けた。 

私は、昭和 41年４月 30日までＡ社Ｂ工場に勤務していたことから、当該

資格喪失日は同年５月１日となるはずなので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

労働局に照会したところ、申立人のＡ社Ｂ工場に係る雇用保険被保険者記録

は、離職日が昭和 41年４月 30日である旨の回答が得られたほか、申立人から

提出された同社同工場の辞令により、申立人は同年４月 30 日付けで解職され

たことが確認できる。 

また、申立人から提出された昭和 41年５月 25日支給分の給料明細書により

判明した申立期間当時の総務担当者に照会したところ、当該給与明細書は、当

時、Ａ社Ｂ工場において使用されていたものである旨の証言が得られた。 

さらに、申立人は、Ａ社に入社した月から退職翌月の昭和 41年５月 25日支

給分の給与明細書をほぼ全て所有しており、これらの給与明細書から、昭和

41年５月 25日支給分の給料明細書により控除が確認できる厚生年金保険料は、

同年４月の厚生年金保険料であると認められる上、当該保険料額は、申立人の

同社Ｂ工場に係るオンライン記録における資格喪失時の標準報酬月額２万

4,000円に対応する金額と一致する。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社Ｂ

工場に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと



認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給料明細

書の厚生年金保険料控除額及びＡ社Ｂ工場に係るオンライン記録における申

立人の昭和 41年３月の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 41 年５月１日

と届け出たにも関わらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年４月 30 日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料の納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主はこれを履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、28 万円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 25日 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社における平成 19 年 12 月分賞与

の年金記録が漏れていることが判明した。 

Ａ社において、平成 19年 12月分賞与が 28万円支給され、厚生年金保険

料が控除されていた記憶があるので、年金記録に平成 19 年 12 月分賞与の

標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人の平成 19 年分所得税源泉徴収簿により、申立人

は、その主張のとおり、平成 19 年 12 月分賞与（28 万円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていることが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間に係る標準賞与額（28 万円）に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 1148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る

記録を昭和 52年３月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を 11万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月から 45年４月４日まで 

             ② 昭和 52年２月 28日から同年３月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、昭和 43年４月から 45年４月４日までの期間及び 52年２

月 28日から同年３月１日までの期間について、加入記録が無かった旨の回

答を受けた。 

    私は、昭和 43 年４月にＡ社に入社してから 52 年２月 28 日に退職するま

で、継続して勤務していたことは間違いないので、両申立期間について厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②について、労働局に照会したところ、申立人のＡ社に係

る雇用保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 43 年３月 19 日、離職日が

52年２年 28日である旨の回答が得られたほか、申立人から提出された「表

彰状」（昭和 48年６月 20日発行）により、申立人は、43年６月以降、同社

に勤務していたことが確認できる。 

    また、Ａ社が加入するＢ厚生年金基金に照会したところ、申立人は、同社

において、昭和 45 年４月４日に加入員資格を取得し、52 年２月 28 日に同

資格を喪失している旨の回答が得られた。 

    さらに、Ａ社の副社長から提出された「健康保険・厚生年金・基金・被保



険者台帳」により、申立人が、同社において、昭和 45 年４月４日に厚生年

金保険被保険者資格を取得し、52年２月 28日に同資格を喪失していること

が確認できる。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人がＡ社に勤務していたことは、上記１の雇用

保険被保険者記録により確認できる。 

    また、Ａ社に係るオンライン記録及び申立人から提出された昭和 50年 10

月分から 52 年２月分までの給料明細書を検証したところ、51 年 10 月１日

に定時決定が行われ、標準報酬月額が 15万円から 11万円に変更になってい

ることが確認できる上、同年９月分及び同年 10 月分の給与明細書から控除

されている厚生年金保険料控除額が、それぞれ定時決定前及び定時決定後の

標準報酬月額（15 万円及び 11万円）に見合う金額であることから、同社で

は、当月控除方式により厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

このことから、申立人から提出された昭和 52 年２月分の給料明細書によ

り控除が確認できる厚生年金保険料は、同年２月の厚生年金保険料であると

認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間②において、Ａ

社に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと

認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、給与明細書で確認できる昭

和 52年２月の保険料控除額から、11万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、上記１のＢ厚生年金基金からの回答及びＡ社の副社長から提出され

た「健康保険・厚生年金・基金・被保険者台帳」における申立人の被保険者

資格喪失日が、昭和 52年２月 28日となっており、オンライン記録と一致し

ていることから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、そ

の結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年２月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間②の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

３ 申立期間①について、申立人がＡ社に勤務していたことは、上記１の雇用

保険被保険者記録により確認できる。 

    一方、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格取得日及び雇用保険被保険

者資格取得日が申立人と同日である同僚一人に照会したところ、申立期間①

において、同社の事務担当者との話し合いの上、厚生年金保険に加入しなか

った旨のほか、同社では、厚生年金保険の加入について、従業員個々に加入



を選択させていたと思う旨の証言が得られた。 

    また、申立期間①及び②にＡ社において被保険者資格を有し、後に、管理

職となった同僚一人に照会したところ、申立人の申立期間①における厚生年

金保険の取扱いについては不明であるとしているものの、当時の同社におけ

る厚生年金保険の取扱いについて、従業員を入社と同時に加入させてはいな

かった旨の証言が得られた。 

    このほか、申立期間①に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立

期間①における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も

見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1149 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、Ａ社Ｂ支店における被保険者資格の取得日は昭和 56年９月１日、

喪失日は同年 10 月１日であると認められることから、当該期間に係る厚生年

金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、７万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年９月１日から同年 10月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ支店に勤

務していた昭和 56年９月１日から同年 10月１日までの期間について、加入

記録が無かった旨の回答を受けた。 

申立期間中、Ａ社Ｂ支店に勤務しており、企業年金連合会から年金が支給

されているので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

企業年金連合会から提出された「中脱記録照会（回答）」及び「Ｃ厚生年金

基金加入員台帳」により、申立人が、申立期間にＡ社Ｂ支店に勤務していたこ

とのほか、Ｃ厚生年金基金において、昭和 56 年９月１日に加入員資格を取得

し、同年 10月１日に同資格を喪失したことが確認できる。 

また、Ｄ社に照会したところ、当時の人事関係書類は無いものの、同社から

提出された複写式の「厚生年金基金・加入員資格喪失届」により、申立人に係

る基金への届出が行われていたことが確認できる。 

さらに、申立人から提出された「厚生年金基金連合会通算年金証書」及び「企

業年金連合会老齢年金振込通知書」により、現在、申立人に企業年金連合会か

ら老齢年金が支給されていることが確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人が昭和 56 年９月１日に厚生年

金保険被保険者資格を取得し、同年 10 月１日に被保険者資格を喪失した旨の



届出を事業主が社会保険事務所（当時）に対して行ったことが認められること

から、申立期間について厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、企業年金連合会から提出された

「中脱記録照会(回答)」に記載されている額から、７万 6,000円とすることが

必要である。



茨城厚生年金 事案 1150 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 51年３月 31日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められること

から、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、８万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年３月 31日から同年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、昭和 51 年３月

31 日から同年４月１日までの期間について、記録が無かった旨の回答を受

けた。 

私は、Ａ社からＢ社Ｃ工場に異動したものの、継続して勤務していること

は間違いないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社Ｃ工場から提出された「労働者名簿」により、申立人は、昭和 46 年４

月１日にＤ社に入社してから、同社のほか、同社の子会社であったＡ社及びＢ

社において、継続して勤務していることが認められる。 

また、Ｅ企業年金基金に照会したところ、申立人は、昭和 51年３月 31日に

Ａ社において加入員資格を喪失し、同日付けでＢ社Ｃ工場において加入員資格

を取得している旨の回答が得られた。 

さらに、Ｅ企業年金基金から、申立期間当時の厚生年金基金の資格取得及び

喪失に係る届出は、複写式の様式を用いて行っていた旨の回答が得られた。 

これらの事情を総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 51年３月 31

日に厚生年金保険被保険者の資格をＢ社Ｃ工場において取得した旨の届出を

社会保険事務所に対し行ったことが認められることから、申立期間について厚

生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ｅ企業年金基金から提出された



「加入員台帳」から、８万 6,000円とすることが妥当である。



茨城厚生年金 事案 1151 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

人のＡ社における標準賞与額に係る記録を、申立期間①及び②については 12

万円に、申立期間③については 13 万 9,000 円に、申立期間④については 14

万 4,000 円に、申立期間⑤については 18 万円に、申立期間⑥については 23

万円に、申立期間⑦については 25 万円に、それぞれ訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（申立期間⑤及

び⑦については、訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月８日 

② 平成 15年 12月 10日 

③ 平成 16年７月９日 

④ 平成 16年 12月 10日 

⑤ 平成 17年 12月 10日 

⑥ 平成 18年７月 10日 

⑦ 平成 19年７月 11日 

年金事務所で厚生年金保険の標準賞与額の記録を確認したところ、申立

期間のうち、申立期間⑤及び⑦を除く期間について、記録が無いことが判

明したほか、申立期間⑤及び⑦について、支払われた賞与の額よりも少な

いことが判明した。 

私が所持している当時の賞与明細書により、厚生年金保険料が控除され

ていることが確認できるので、年金記録の追加のほか、訂正を行ってほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人のＡ社における標準賞与額は、申立期間①、②、

③、④及び⑥については記録が無く、申立期間⑤については 17万円、申立期

間⑦については 13万円と記録されているところ、同社から提出された賃金台

帳及び預金通帳並びに申立人から提出された賞与明細書により、申立人は、



申立期間①及び②において 18 万円、申立期間③において 15 万円、申立期間

④において 16万円、申立期間⑤において 18万円、申立期間⑥において 23万

円、申立期間⑦において 25 万円の賞与が支給されていることが確認できる。 

   また、同時に、申立期間①及び②において 12万円、申立期間③において 13

万 9,000 円、申立期間④において 14 万 4,000 円、申立期間⑤において 18 万

円、申立期間⑥において 23 万円、申立期間⑦において 25 万円に相当する厚

生年金保険料が事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   この点について、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（平成 19年法律第 131号）に基づき、標準賞与額を決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞

与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、賃金台帳及び賞与明細書にお

いて確認できる保険料控除額から、申立期間①及び②において 12 万円、申立

期間③において 13万 9,000円、申立期間④において 14万 4,000円、申立期間

⑤において 18 万円、申立期間⑥において 23 万円、申立期間⑦において 25 万

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出し

ておらず（申立期間⑤及び⑦については、正しい届出を行っておらず）、保険

料も納付していない（申立期間⑤及び⑦については、過少な保険料を納付した）

ことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準

賞与額に基づく保険料（申立期間⑤及び⑦については、訂正前の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1152 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 47年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年３月 31日から同年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、昭和47年３月31日から同年４月１日までの期間について、

厚生年金保険の加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、昭和 43 年４月１日からＡ社に勤務し、47 年３月 31 日付けで退職

したので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社に係る採用時から昭和 47 年３月分までの給与支

払明細書の保険料控除額及び同社からの回答から、申立期間において、申立

人は、同社に勤務し、厚生年金保険料が控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された昭和 47

年３月分の給与支払明細書における厚生年金保険料控除額から、３万 6,000

円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主から、申立期間当時、申立人の被保険者資格喪失日を昭和 47年

４月１日とすべきところ、退職日と被保険者資格喪失日の記入を誤って届出

を行った旨の回答が得られたことから、事業主は同年３月 31日を資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年３月



の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1153 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 48万 4,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、48 万 4,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 48万 4,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 48 万 4,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（48 万 4,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1154 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 39万 6,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、39 万 6,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 39万 6,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 39 万 6,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（39 万 6,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1155 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 26 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、26 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 26万円に見合う賞与を支給されてい

ることが確認できる。 

   また、標準賞与額 26 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（26 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1156 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 27万 8,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、27 万 8,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 27万 8,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 27 万 8,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（27 万 8,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1157 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 39 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、39 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 39万円に見合う賞与を支給されてい

ることが確認できる。 

   また、標準賞与額 39 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（39 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1158 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 42万 5,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、42 万 5,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 42万 5,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 42 万 5,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（42 万 5,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 41万 7,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、41 万 7,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 41万 7,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 41 万 7,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（41 万 7,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 37万 3,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、37 万 3,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 37万 3,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 37 万 3,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（37 万 3,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1161 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 39万 8,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、39 万 8,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 39万 8,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 39 万 8,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（39 万 8,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1162 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 27万 3,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、27 万 3,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 27万 3,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 27 万 3,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（27 万 3,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1163 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 26万 2,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、26 万 2,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 26万 2,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 26 万 2,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（26 万 2,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1164 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 31万 1,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、31 万 1,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 31万 1,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 31 万 1,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（31 万 1,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1165 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 27万 5,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、27 万 5,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 27万 5,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 27 万 5,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（27 万 5,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1166 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 29万 5,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、29 万 5,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 29万 5,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 29 万 5,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（29 万 5,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1167 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 22万 7,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、22 万 7,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 22万 7,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 22 万 7,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（22 万 7,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1168 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 26万 3,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、26 万 3,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 26万 3,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 26 万 3,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（26 万 3,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1169 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 25万 8,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、25 万 8,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 25万 8,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 25 万 8,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（25 万 8,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 24万 3,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、24 万 3,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 24万 3,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 24 万 3,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（24 万 3,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1171 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 30万 6,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、30 万 6,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 30万 6,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 30 万 6,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（30 万 6,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1172 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 19万 6,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、19 万 6,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 19万 6,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 19 万 6,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（19 万 6,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1173 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 19万 2,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、19 万 2,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 19万 2,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 19 万 2,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（19 万 2,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1174 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 23 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、23 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 23万円に見合う賞与を支給されてい

ることが確認できる。 

   また、標準賞与額 23 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（23 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1175 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 19万 9,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、19 万 9,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 19万 9,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 19 万 9,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（19 万 9,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1176 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 26 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、26 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 26万円に見合う賞与を支給されてい

ることが確認できる。 

   また、標準賞与額 26 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（26 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1177 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 20万 5,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、20 万 5,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 20万 5,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 20 万 5,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（20 万 5,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1178 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 18万 3,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、18 万 3,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 18万 3,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 18 万 3,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（18 万 3,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1179 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 18万 1,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、18 万 1,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 18万 1,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 18 万 1,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（18 万 1,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1180 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 18万 8,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、18 万 8,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 18万 8,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 18 万 8,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（18 万 8,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1181 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 18万 3,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、18 万 3,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 18万 3,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 18 万 3,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（18 万 3,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1182 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 17 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、17 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 17万円に見合う賞与を支給されてい

ることが確認できる。 

   また、標準賞与額 17 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（17 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1183 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額１万 5,000円に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、１万 5,000円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額１万 5,000 円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額１万 5,000円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（１万 5,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1184 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 19万 5,000円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、19 万 5,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 19万 5,000円に見合う賞与を支給さ

れていることが確認できる。 

   また、標準賞与額 19 万 5,000 円に相当する厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（19 万 5,000 円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1185 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額７万円に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の

Ａ社における標準賞与額に係る記録を、７万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額７万円に見合う賞与を支給されてい

ることが確認できる。 

   また、標準賞与額７万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（７万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1186 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額 16 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間

のＡ社における標準賞与額に係る記録を、16 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額 16万円に見合う賞与を支給されてい

ることが確認できる。 

   また、標準賞与額 16 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（16 万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



茨城厚生年金 事案 1187 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、標準賞与額３万円に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の

Ａ社における標準賞与額に係る記録を、３万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 14日 

Ａ社から、平成 19 年 12 月分賞与の年金記録が漏れている旨の連絡を受

けた。会社から提出された賞与の支給控除項目一覧表のとおり、賞与を受

け取り、厚生年金保険料を控除されたので、年金記録に平成 19 年 12 月分

賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19年 12月分賞与の支給控除項目一覧表により、申

立人は、申立期間において、標準賞与額３万円に見合う賞与を支給されてい

ることが確認できる。 

   また、標準賞与額３万円に相当する厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立期間における標準賞与額（３万円）に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。

 



茨城厚生年金 事案 1188 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、28 万円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社における平成 19 年 12 月分賞

与の年金記録が漏れていることが判明した。 

私が所持している賞与支払明細書のとおり、平成 19 年 12 月分賞与が

支給され、厚生年金保険料が控除されているので、年金記録に平成 19

年 12 月分賞与の標準賞与額を追加してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支払明細書（平成 19 年 12 月 25 日支給）及び

Ａ社から提出された申立人の平成 19 年分所得税源泉徴収簿により、申立人

は、その主張のとおり、平成 19 年 12 月分賞与（28 万円）に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていることが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を失念した旨を認めているこ

とから、社会保険事務所（当時）は、申立期間に係る標準賞与額（28 万円）

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 1189 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 49 年７月１日にＡ社Ｂ出張所において被保険者

資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認

められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、13 万 4,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年６月 30 日から同年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ出張

所に勤務していた期間のうち、昭和 49 年６月 30 日から同年７月１日ま

での期間について、記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は継続してＡ社Ｂ出張所に勤務しており、空白期間があるはずが無

いので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険加入記録により、申立期間において、申立人が、Ａ社

Ｂ出張所に勤務し、雇用保険の被保険者資格を有していたことが確認でき

る。 

また、Ａ社Ｂ出張所が業務委託していた社会保険労務士から提出された

同社に係る厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書より、申立人が昭和

49 年７月１日に被保険者資格を喪失したこと及び同社Ｂ出張所が同年６

月 30 日において適用事業所であったことが確認できる。 

さらに、Ａ社Ｂ出張所の元所長に照会したところ、同社同出張所の適用

事業所に該当しなくなった日及び被保険者資格喪失日について、昭和 49

年６月 30 日として届出を行った覚えはなく、同年７月１日としたはずであ

る旨の回答が得られた。 



これらの事情を総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 49 年７月

１日にＡ社Ｂ出張所において被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険

事務所に対し行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ出張所に係る被保険

者名簿における申立人の昭和 49 年５月の標準報酬月額から、13 万 4,000

円とすることが妥当である。 

 



茨城国民年金 事案 1108 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年７月から平成６年７月までの国民年金保険料（既に申請

免除期間である平成元年１月から４年３月までを除く。）については、免除

されていたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年７月から平成６年７月まで 

社会保険事務所に確認したところ、夫の国民年金手帳の払出日が昭和 56

年７月 20 日であることが確認できたが、当時、夫がＡ市区町村の職員に相

談し、申請免除の手続を行ったと聞いている。 

このため、申立期間の国民年金の保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市区町村の（国民年金保険料）収納者リストによると、申立人の保険料

については、平成元年度から３年度までの期間の保険料が「０」となってい

ることから免除期間であることが確認できるが、それ以外の期間の保険料は、

各月の金額が記載されていることから申請免除期間であるとは考え難い。 

また、申立人と生計を同じくする妻の国民年金保険料については、申立期

間のうち昭和 56年７月から 58年 12月までの記録が未納となっているととも

に、59 年１月以降は国民年金に加入していないことから、申立人の保険料の

みが申請免除であったとは考え難い。 

さらに、申立期間の保険料を免除したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうか

がえず、ほかに申立期間の保険料を免除したことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料について、免除していたものと

認めることはできない。 



茨城国民年金 事案 1109 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年３月及び 58 年４月から 61 年３月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年３月 

② 昭和 58年４月から 61年３月まで 

ねんきん特別便を確認したところ、昭和 49 年３月の国民年金保険料が

未納とされており、58 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料の納付

事実が確認できないことが判明した。 

申立期間①については、昭和 49 年４月の婚姻後、Ａ市区町村役場にお

いて、過去の未納期間の保険料を計算してもらい、一括納付したはずであ

る。 

申立期間②については、Ｂ市区町村からＣ市区町村に転入後、継続して

保険料を納付していたはずである。 

このため、申立期間①の保険料が未納とされていること、及び申立期間

②の保険料について納付事実の確認ができないことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が昭和 49 年３月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した後に国

民年金の再加入手続を行った時期は、申立期間①当時の申立人の居住地であ

るＡ市区町村が管理していた国民年金被保険者名簿から 51 年５月 13 日であ

ることが確認できる上、同名簿及び国民年金被保険者台帳（特殊台帳）によ

り、申立人は、申立期間①直後の 49 年４月から 51 年３月までの保険料につ

いて、同年６月 29 日に過年度納付していることが確認できることから、この

時点では、申立期間①については、時効により保険料を納付することができ

ない。 

また、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）及び申立人が所持する国民年金

手帳により、申立人は、昭和 58 年４月 28 日に国民年金被保険者資格を喪失

し、61 年４月１日に国民年金第３号被保険者資格を取得したことが確認でき

るが、申立期間②については、厚生年金保険被保険者との婚姻（昭和 49 年４



月）による任意加入期間であり、国民年金被保険者資格を有しておらず、申

立期間②の保険料を納付することはできない。 

さらに、オンライン記録により、申立人の国民年金第３号被保険者資格該

当処理年月日については、昭和 61 年６月 17 日であることが確認でき、仮に、

申立人が、申立期間②について、国民年金に任意加入している場合、同年４

月中に第３号被保険者についての該当手続が行われているべきであることか

ら、申立期間②について、継続して保険料を納付していたとする申立人の主

張には、矛盾が認められる。 

加えて、両申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もう

かがえず、ほかに両申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が両申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

 



茨城厚生年金 事案 1190 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月１日から５年２月 28日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた平成３年２月１日から５年２月 28 日までの期間に係る標準報酬月額が、

遡及
そきゅう

して大幅に引き下げられていることが判明した。この処理は、標準報酬

月額の改ざん行為と思われるので、標準報酬月額を元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録では、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当

初、平成３年２月１日から５年２月 28日までは 53万円と記録されていたとこ

ろ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日である５年２月

28 日より後の同年３月８日付けで、３年２月１日に遡及して訂正され、８万

円に引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る閉鎖商業登記簿謄本により、申立人は申立期間当時、同社

の取締役を務めていたことが確認できる。 

また、申立人は、口頭意見陳述において、常務取締役として、多数存在した

関連会社の代表取締役を務めるなど、Ａ社の営業の一切を取り仕切っていた旨

を陳述しており、同社の経営に深く関わっていたものと認められる。 

さらに、申立人は、口頭意見陳述において、会社の決算内容を詳細に記憶し

ている一方で、社会保険料の滞納等については、記憶が定かでないと主張して

おり、申立人の主張には不自然な点が認められる。 

加えて、平成５年３月８日付けで遡及訂正処理が行われたのは、申立人のほ

か、Ａ社の代表者、事務担当取締役、その他取締役３人及び部長職３人の計９

人であることが確認できるところ、申立期間当時、同社に勤務していた者から

は、会社の意思決定を行っていたのは、申立人、同社代表者及び事務担当取締



役の３人であった旨の証言が得られた。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の実質的な共同経営者

の立場にあり、その権限は社内の極めて広範に渡っていたものと認められるこ

とから、申立人が、自身を含む被保険者の標準報酬月額引き下げについて、関

与していなかったとは考え難く、申立人は、同社の取締役として自らの標準報

酬月額に係る記録訂正処理が行われることに同意しながら、この減額処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間につ

いて、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1191 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年６月１日から 34年 11月 10日まで 

             ② 昭和 34年 11月 20日から 35年５月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社との合併前

であった、Ｂ社に勤務していた昭和 32年６月１日から 34年 11月 10日まで

の期間及びＣ社に勤務していた同年 11月 20 日から 35年５月１日までの期

間について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、両申立期間において、運転手として勤務していたことは間違いない

ので、両申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社に照会したところ、当時の資料は残存しておら

ず、申立人に係る当時の勤務状況及び厚生年金保険の適用に関する具体的な

回答は得られなかったものの、同社の総務部担当から、当時、従業員の中に

は、本人の希望により、厚生年金保険に加入しない者がいた旨の証言が得ら

れた。 

また、申立人が名前を挙げた同僚３人のうち、１人は、Ｂ社における被

保険者資格を有しているものの、被保険者期間が申立期間より前であるほか、

当該同僚１人を含む２人は、申立期間に、同社の関連会社であるＤ社におけ

る被保険者資格を有していることが確認できる。 

さらに、上記同僚３人のうち、申立人が同時期に勤務していたとする１

人は、厚生年金保険事業所別被保険者名簿に名前が無いことから、申立期間

において、同社では、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させる取扱

いではなかった事情がうかがえる。 

加えて、申立期間及びその前後の期間に、Ｂ社に勤務していた同僚４人

に照会したところ、全員から回答が得られ、そのうち、２人は申立人を知ら



ないとしており、他の２人は、申立人が勤務していたことは記憶しているも

のの、勤務期間については分からないとしている。 

また、申立期間に係るＢ社における厚生年金保険事業所別被保険者名簿

には、申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も見られないことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

 

２ 申立期間②について、Ｃ社に照会したところ、当時の資料は残存しておら

ず、申立人に係る当時の勤務状況及び厚生年金保険の適用に関する具体的な

回答は得られなかった。 

また、申立期間当時の同僚８人（申立人が名前を挙げた者を含む。）に

照会したところ、６人から回答が得られ、そのうちの３人から、Ｃ社には、

数か月の試用期間があった旨の証言が得られた。 

さらに、Ｃ社において、申立人と同様に、昭和 35年５月１日に被保険者

資格を取得した同僚７人のうち、連絡先の判明した４人に照会したところ、

全員から回答が得られ、そのうちの３人が証言する自身の入社日は、被保険

者取得日より２か月から６か月前であることから、同社においては、必ずし

も、入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかった事情がうか

がえる。 

加えて、Ｃ社Ｅ営業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

昭和 34 年４月２日から 35 年４月 30 日までの期間において、被保険者資格

を取得した者がいないことが確認できる。 

 

３ このほか、両申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の両申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険

料を両事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1192 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月 30日から同年９月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、昭和36年７月30日から同年９月１日までの期間について、

加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

しかし、私は、Ｂ社を退職後、すぐに、Ａ社に入社したので、申立期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、申立期間の代表

者は連絡先が不明であるため、申立人の当時の勤務状況及び厚生年金保険の適

用に関する証言を得ることができない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚２人及び申立期間の前後１年以内にＡ社に

おいて厚生年金保険被保険者資格を取得した者 10人の計 12人のうち、存命中

で連絡先が判明した３人に照会したところ、１人から回答が得られ、不確かで

はあるものの、同社には試用期間があった旨の証言が得られた。 

さらに、上記回答のあった同僚は、申立人の当時の厚生年金保険の適用に関

して不明としており、また、当該同僚の証言から判明した当時の事務担当者も

既に他界しているため、申立人の勤務状況等について確認することができない。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された事

実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事



業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1193 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年５月１日から 38年２月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ

社に勤務していた昭和36年５月１日から38年２月１日までの期間について、

記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、申立期間に、Ａ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと思う。 

このため、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは、同僚の証言から推認できる。 

一方、Ａ社に照会したところ、申立人に係る当時の資料が残存していないた

め、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の適用状況は確認できない旨のほか、

申立期間当時の事業主は他界しているため、当時の取扱いについては不明であ

る旨の回答が得られた。 

また、申立期間にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた同僚

32人のうち、存命中で連絡先が判明した８人に照会したところ、４人から回答

が得られ、そのうち、１人から、すべての従業員が社会保険に加入していたわ

けではなく、収入が少なくなることを避ける者やアルバイト等の日払い給与で

あった者は社会保険に加入していなかった旨の証言が得られたほか、他の１人

から、自身が希望して社会保険に加入した記憶は無く、従業員の社会保険の加

入については会社が判断していたと思う旨の証言が得られたことから、申立期

間当時、Ａ社では、従業員ごとに厚生年金保険の取扱いが異なっていたことが

うかがえる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の名前

は無く、健康保険整理番号に欠番も見られないことから、申立人の記録が欠落



したものとは考え難い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された事

実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1194 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 12月１日から 44年７月 29日まで 

             ② 昭和 44年 10月１日から 45年 10月１日まで 

             ③ 昭和 45年 10月１日から 48年４月１日まで 

             ④ 昭和 50年７月 22日から 51年９月１日まで 

             ⑤ 昭和 61年 12月１日から 62年９月 28日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ

社に勤務していた昭和 40年 12月１日から 44年７月 29日までの期間、Ｂ社

に勤務していた同年 10月１日から 45年 10 月１日までの期間、Ｃ社に勤務

していた同年10月１日から48年４月１日までの期間並びにＤ社に勤務して

いた 50年７月 22日から 51年９月 1日までの期間及び 61年 12月１日から

62年９月 28日までの期間について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、各申立期間について、それぞれの事業所に勤務していたので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ社に照会したところ、当時の人事記録等は残存し

ないため、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の適用に

関して、確認することはできず、不明である旨の回答が得られた。 

    また、申立人は季節労働者として勤務していたとしているところ、Ａ社か

ら、同社では、正社員は、全員、厚生年金保険に加入させているものの、

アルバイト、パート及び期間工については、厚生年金保険に加入させてい

ない旨の回答が得られた。 

    さらに、申立期間にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた

者のうち、連絡先の判明した８人に照会したところ、６人から、同社では、

正社員であれば厚生年金保険に加入していた旨の証言が得られた。 

    加えて、申立人が名前を挙げた同僚二人のうち、一人は既に他界している

ほか、他の一人は連絡先不明のため、照会をすることができない。 

    また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票綴には、申立人の原



票は無く、健康保険整理番号に欠番もないことから、申立人の記録が欠落

したものとは考え難い。 

 

  ２ 申立期間②について、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当してい

ないほか、元事業主に照会したものの、申立期間当時の書類は残存してい

ないため、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の適用に

関して不明である旨の回答が得られた。 

    また、申立期間にＢ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた者

のうち、連絡先の判明した８人に照会したところ、４人から回答が得られ

たものの、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の適用に

関して具体的な証言は得られなかった。 

    さらに、申立人が名前を挙げた同僚は既に他界しているため、照会をする

ことができない。 

 

  ３ 申立期間③について、法務局に照会したところ、申立人の主張する所在地

に、「Ｃ社」という名称の会社・法人は見当たらない旨の回答が得られた。 

    また、オンライン記録により、「Ｃ社」及び類似の名称を含む事業所を検

索したところ、申立人が主張する所在地に該当する厚生年金保険の適用事

業所は無い。 

 

  ４ 申立期間④及び⑤について、申立人はＤ社の事業主（代表取締役）であっ

たところ、同社の顧問社労士であったとして名前を挙げた税務会計事務所

に照会したものの、申立期間当時の書類は残存していないため、申立人の

申立期間における厚生年金保険の適用に関して確認することができない旨

の回答が得られた。 

    また、申立期間において、Ｄ社は厚生年金保険の適用事業所に該当してい

ないことが確認できる。 

 

  ５ 労働局からは、申立人の各申立期間に係る雇用保険被保険者記録は無い旨

の回答が得られた。 

    また、各申立期間のうち、申立期間⑤を除く期間において、申立人は、国

民年金被保険者資格を有しているとともに、当該期間の国民年金保険料を

納付していることが確認できる。 

 

６ このほか、各申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の各申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として各申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1195 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年３月１日から同年 12月１日まで 

                          ② 昭和 32年 12月１日から 37年４月１日まで                           

    年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社に勤務して

いた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②について、加入記録が無

いことが判明した。 

私は、高校卒業後、伯父の紹介で、昭和 32 年３月にＡ社に入社し、同社

に勤務した後、伯母が嫁いでいたＢ社を手伝うこととなり、同年 12月から、

同社に勤務していた。 

このことから、両申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、法務局に照会したところ、申立人が主張するＣ市区

町村に「Ａ社」という名称の会社及び法人は見当たらない旨の回答が得られ

たほか、オンライン記録により、「Ａ社」を検索したものの、該当する厚生

年金保険の適用事業所は無い。 

  また、法務局から、類似の名称の事業所として、申立人が主張する所在地

に、「Ｄ社」の法人登記が確認できる旨の回答が得られたことから、オンラ

イン記録により、「Ｄ社」を検索したところ、適用事業所として確認できた

ものの、同社の新規適用年月日が平成 17 年８月１日であることのほか、同

社が同日以前において適用事業所になっていなかったことが確認できる。 

  さらに、「Ｄ社」に照会したところ、事業主から、同社が厚生年金保険に

加入したのは平成 17年か 18年ごろであり、それ以前は厚生年金保険に未加

入であった旨のほか、申立期間当時、事業主であった自身の父は既に他界し

ており、また、当時の資料も既に処分していることから、雇用実績を含めて、

申立人の勤務状況等を確認することができない旨の回答が得られた。 

  加えて、申立人は、申立期間当時の同僚を記憶していない上、入社時の保

証人として名前を挙げた伯父のほか、勤務について証言が得られるとして名



前を挙げた従姉妹二人は、オンライン記録による氏名検索では、該当する者

が無く、特定することができないため、申立人の勤務状況等について具体的

な証言を得ることができない。 

 

２ 申立期間②について、申立人が勤務していたと主張する事業所は、法人登

記により、当時、Ｅ市区町村内に存在していた「Ｂ社」であることが確認で

きるものの、オンライン記録による検索結果では、同市区町村において、同

社を含む類似の名称の厚生年金保険の適用事業所は無い。 

  また、「Ｂ社」について、商工会議所に照会したところ、同社は、Ｅ市区

町村内において、小売業を営んでいた事業所であったが、現在は廃業し、店

舗も存在していない旨のほか、同社が廃業した時期については不明である旨

の回答が得られた。 

  さらに、「Ｂ社」に係る法人登記により確認できる代表社員及び社員は、

いずれも、既に他界しているか連絡先が不明である上、申立人が申立期間当

時の同僚として名前を挙げた者も既に他界していることから、申立人の勤務

状況等について具体的な証言を得ることができない。 

  加えて、申立人は、同僚のほかに、「Ｂ社」における勤務について証言で

きる者として、知人及び友人の二人の名前を挙げていることから、両人に照

会したところ、申立人が同社に勤務していたことは記憶しているが、その時

期、期間及び同社における勤務条件等については分からない旨の回答が得ら

れた。 

 

３ このほか、両申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の両申

立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も

見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険

料を両事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1196 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年３月 31日から同年４月１日まで 

             ② 平成７年９月 30日から同年 10月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた平成７年３月 31 日から同年４月１日までの期間及びＢ社に勤務してい

た同年９月 30日から同年 10月１日までの期間について、記録が無かった旨

の回答を受けた。 

両申立期間については、Ａ社及びＢ社から他の会社に異動した時期である

ことから、厚生年金保険に継続して加入していたと思うので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人から提出されたＡ社発行の平成７年分給与所

得の源泉徴収票によれば、退職日が平成７年３月 31 日であることが確認で

きる。 

一方、Ａ社から提出された申立人に係る「人事異動通知書」及び「人事記

録（乙）」では、「任期は１日とする。ただし、任命権者が別段の措置をしな

い限り平成７年３月 30 日まで任用を日々更新し、以後更新しない。平成７

年３月 30日限り退職した。」旨が記載されていることが確認できる。 

また、申立人から提出された上記給与所得の源泉徴収票の社会保険料の金

額欄を検証したところ、記載されている金額（７万 0,395円）は、申立期間

前の期間（平成６年 12 月分から７年２月分までの３か月分、翌月控除方式

（Ａ社からの回答））に係る健康保険料及び厚生年金保険料の合計額に一致

しており、平成７年３月の厚生年金保険料が控除されていないことが確認で

きる。 

さらに、Ａ社に照会したところ、申立人について、平成７年３月 31 日付

けで被保険者資格を喪失する旨の届出を行い、同年３月の保険料は控除して



いない旨の回答が得られた。 

加えて、申立期間にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた

者のうち、連絡先が判明した 10 人に照会したところ、５人から回答が得ら

れたものの、厚生年金保険の加入について具体的な証言は得られなかった。 

 

２ 申立期間②について、労働局に照会したところ、申立人のＢ社に係る雇用

保険被保険者記録では、離職日が平成７年９月 30 日となっている旨の回答

が得られた。 

 また、申立人から提出されたＢ社発行の平成７年分の給与所得の源泉徴収

票によれば、退職日が平成７年９月 30日であることが確認できる。 

一方、Ｂ社から提出された申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保険者

資格喪失確認通知書」では、申立人は平成７年９月 30 日に厚生年金保険被

保険者資格を喪失していることが確認できる。 

また、Ｂ社から提出された給与台帳を検証したところ、翌月控除方式によ

り、社会保険料が控除されていることが確認でき、申立人の平成７年 10 月

分の給与から、同年９月の社会保険料が控除されていないことが確認できる。 

さらに、Ｂ社に照会したところ、退職時における社会保険料の取扱いにつ

いて、翌月控除方式であることから、退職月の給与から翌月分を含む２か月

分の保険料を控除しなかった場合、月末であれば末日の前日に退職したもの

として、退職月を被保険者期間とならないよう資格喪失に係る届出を行った

旨の回答が得られ、上記給与台帳により、申立人の平成７年９月分の給与か

らは、２か月分の社会保険料が控除されていないことが確認できる。 

 加えて、申立期間にＢ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた

者のうち、連絡先が判明した 10 人に照会したところ、３人から回答が得ら

れたものの、厚生年金保険の加入について具体的な証言が得られなかった。 

 

３ このほか、両申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

た事実を確認できる資料は無く、申立人の両申立期間における厚生年金保険

料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらない 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険

料を両事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年８月から 59年２月まで 

年金事務所に標準報酬月額を照会したところ、Ａ社に取締役として勤務し

ていた昭和 53年８月から 59年２月までの期間について、標準報酬月額が低

額になっている旨の回答を受けた。 

昭和 53 年８月以後、急に下がるのはおかしいので、申立期間について正

しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ厚生年金基金に照会したところ、同基金が管理する申立人の標準報酬月額

の記録は、オンライン記録と同額である旨の回答が得られた。 

また、申立期間にＡ社の総務担当者であった３人のうち、２人から、役員の

給与に関しては、当時の同社の本社である、Ｃ社が管理していた旨の証言が得

られたことから、Ｃ社に照会したところ、申立期間の厚生年金保険の加入状況

及び標準報酬月額の決定に関する書類は現存しておらず、当時の状況を記憶し

ている者もいないため、詳細は不明である旨の回答が得られた。 

さらに、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人に係る健康保険厚

生年金保険被保険者原票により、昭和53年８月１日の月額変更において８万

6,000円に決定されていることが確認できるほか、以降、昭和53年度から58年

度の算定基礎届けにおいて、毎年、８万6,000円に決定されていることが確認

できる。 

加えて、上記被保険者原票には、申立人の標準報酬月額がさかのぼって訂正

された形跡は無く、不自然な点は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控除額が確認

できる給与明細書等の資料は無く、申立人が申立期間において、その主張する



標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる

関連資料、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により、給与

から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1198（事案 860の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年８月 21日から 16年５月 20日まで 

前回、第三者委員会に申立てをした、Ａ社に勤務していた平成 14 年８月

21 日から 16 年５月 20 日までの期間について、第三者委員会から記録を訂

正できない旨の回答を受けた。 

私が所持する平成 14年分及び 16年分の給与所得の源泉徴収票により、社

会保険料控除が確認できるので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、雇用保険被保険者記録及びＡ社の回答により、申立人

が勤務していたことは認められるが、ⅰ）申立人から提出された給与支給明細

書から申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていないこと、ⅱ）同社では

申立期間当時、従業員を正社員から契約社員に変更することで、厚生年金保険

の被保険者資格を喪失させる手続きを行ったこと、ⅲ）同僚から、同社の事業

主から、不景気のため、厚生年金保険から国民年金に変更してほしいと言われ、

申立人と一緒に国民年金の加入手続を行った旨の証言が得られたことなどか

ら、既に当委員会の決定に基づく平成 22年６月 23日付け年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人から新たな資料として平成 14年分及び 16年分の給与所得の源

泉徴収票が提出されたことから、そのうち、14 年分について、Ａ社に照会し

たところ、従業員に対し、年末調整を行うに当たって、生命保険料、国民年金

保険料及び国民健康保険料のそれぞれの額を申告させるようにしていた旨の

回答が得られた。 

このことから、上記の回答を踏まえ、平成 14 年分の給与所得の源泉徴収票

に記載されている社会保険料等の控除金額 63 万 3,227 円について検証したと

ころ、当該額は、申立期間前の期間に当たる、平成 14 年１月から同年７月ま

での期間に係る社会保険料に、申立人がＡ社における被保険者資格を喪失した

以後の期間に当たる、同年８月から同年 12 月までの期間における国民年金保



険料及び国民健康保険料を合計した金額に一致することから、当該源泉徴収票

により、申立期間のうち、同年８月から同年 12 月までの厚生年金保険料は控

除されていないことが確認できる。 

また、平成 16 年分の給与所得の源泉徴収票における社会保険料等の控除金

額は 5,664円と少額であることから、申立期間のうち、同年１月から同年４月

までの厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

これらのことから、今回、申立人から提出された平成 14年分及び 16年分の

給与所得の源泉徴収票は、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認

められない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が、厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1199 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年４月から 20年３月まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ部に勤務

していた昭和 17年４月から 20年３月までの期間について、加入記録が無か

った旨の回答を受けた。 

上記期間に勤務していたことは間違いないので、申立期間について厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された「Ｂ部従業員履歴表」により、申立人が申立期間にＡ社

Ｂ部に勤務していたことは確認できる。 

一方、オンライン記録により、申立人が主張する「Ａ社Ｂ部」及び類似する

名称の厚生年金保険の適用事業所を検索したものの、該当する適用事業所は無

い。なお、Ａ社Ｂ部が適用事業所となったのは、昭和 30年４月１日である。 

また、Ａ社に照会したところ、申立期間における厚生年金保険の加入の有無

については、不明である旨の回答が得られた。 

さらに、Ｃ共済組合連合会に照会したところ、昭和 17年４月から 20年３月

までの期間にＡ社Ｂ部に在籍していた者は、内地のＡ社各部の雇傭人に該当し

ていたため、共済組合の加入については、同年４月からであった旨の回答が得

られた。 

加えて、申立人から申立期間当時の賞与袋が提出されているものの、俸給給

料を訂正したものであり、厚生年金保険料の欄が無い。 

このほか、給与明細書等、保険料の控除を確認できる資料は無く、申立人の

申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1200 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年 10月１日から 55年３月１日まで 

             ② 昭和 55年３月１日から同年９月１日まで 

年金事務所に標準報酬月額を照会したところ、Ａ社Ｂ事業所に勤務してい

た期間のうち、昭和 53年 10月１日から 55 年３月１日までの期間及びＣ社

に勤務していた期間のうち、同年３月１日から同年９月１日までの期間につ

いて、低く記録されている旨の回答を受けた。 

申立期間に報酬が減額された覚えは無いので、正しい標準報酬月額に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に照会したところ、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、決

定に関する書類は現存していないため、詳細は不明であるものの、Ｃ社へ転勤

した際の異動決裁書には、通勤手当を除いた給与支給額に相当する「基準月収」

として、20万 7,580円と記載されている旨の回答が得られた。 

また、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人が登載されたページの前後 10 ページに登載されている者のうち、申立期

間に被保険者資格を有する者は 102 人いるところ、そのうち 73 人（申立人を

含む。）については、昭和 52 年の標準報酬月額と比較して、53 年又は 54 年、

若しくはそのどちらの年も標準報酬月額が低くなっていることが確認できる。 

さらに、申立期間に、Ａ社Ｂ事業所において厚生年金保険被保険者資格を有

していた同僚のうち、存命中で連絡先が判明した 10 人に照会したところ、９

人から回答が得られ、そのうちの４人から、当時、石油ショック、不況等によ

り、残業の抑制、賃金カット、ボーナスカット等があった旨の証言が得られた。 

加えて、上記回答が得られた同僚のうち３人から提出された給与明細により、

上記の証言どおり、給与が減額されていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人の標準報酬

月額がさかのぼって訂正された形跡は無く、不自然な点は無い。 



このほか、申立人は申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控除額が確認

できる給与明細書等の資料は無く、申立人が申立期間において、その主張する

標準報酬に基づく厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連

資料、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が主張する準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により、給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。



茨城厚生年金 事案 1201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月 26日から 38年７月 31日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、昭和 37年 12月 26日から 38年７月 31日までの期間につ

いて、記録が無かった旨の回答を受けた。 

昭和 37 年３月１日に就職して以来、38 年７月 31 日まで継続して勤務し

ていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、申立期

間当時の事業主は既に他界しているため、照会することができない。 

また、申立期間に社会保険事務を担当していた者に照会したところ、申立人

の名前は記憶しているものの、申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の

適用に関しては、全く記憶がない旨の回答が得られた。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同

一の喪失届受理番号が確認できる者（昭和 37年 12月 29日に、被保険者資格

を喪失。）に照会したところ、自身の同社における退職日は、厚生年金保険被

保険者資格の喪失日と同時期である旨の回答が得られた。 

加えて、申立人は申立人の弟がＡ社に勤務していたと主張していることから、

申立人の弟に照会したものの、申立人とは勤務場所が違っていた旨の証言が得

られたのみで、申立人に係る申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の適

用に関する具体的な証言は得られなかった。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された事

実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1202（事案 628の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年１月４日から 22年１月４日まで 

    Ａ社Ｂ事業所に勤務していた昭和19年４月１日から22年２月１日までの

期間について、厚生年金保険の被保険者として認められなかった。 

しかし、当該期間中、Ａ社Ｂ事業所に勤務していたことは間違いないのに、

厚生年金保険の被保険者として認められないことに納得がいかない。 

前回の申立てに係る調査及び審議は不十分であると考えられることから、

改めて、昭和 19年１月４日から 22年１月４日までの期間を申立期間として

申し立てするので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

前回の申立てについては、昭和 19年４月１日から 22年２月１日までの期間

において、Ａ社Ｂ事業所では、試用期間があったとして、既に当委員会の決定

に基づく平成21年12月９日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

今回、申立人からは、新たな資料として、当時の居住地を示す戸籍の附票が

提出されているが、既に前回の申立てにおいて確認済みであり、新たな資料と

は認められない。 

また、申立人は、前回の申立てに係る当委員会の調査及び審議が不十分であ

ると主張するが、これは委員会の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、

そのほかに委員会の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたも

のと認めることはできない。 

 


